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愛媛県行政書士会会則 
 

第１章  総  則 

 

 （名  称） 

第１条 この会は、愛媛県行政書士会（以下「本会」という。）と称する。 

 （目  的） 

第２条 本会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導

及び連絡に関する必要な事務を行うことを目的とする。 

 （事  業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）会員の品位保持のための指導及び連絡に関すること。 

（２）日本行政書士会連合会（以下「連合会」という。）の行う行政書士の登録及 

び行政書士法人の届出に関する事務の一部並びに入会及び退会に関すること。 

（３）業務関係法規の調査研究に関すること。 

（４）関係官公署との連絡協調に関すること。 

（５）業務関係の図書、用品等の購入斡旋及び頒布に関すること。 

（６）講演会、講習会等の開催に関すること。 

（７）会員の研修に関すること。 

（８）広報活動に関すること。 

（９）会員の福利厚生に関すること。 

（10）行政書士試験の実施に関し、当該実施機関の要請に基づき協力すること。 

（11）裁判外紛争解決制度に関する調査及び研究並びに機関の設置及び運営に関す

ること。 

（12）前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 （組  織） 

第４条 本会は、行政書士法（昭和２６年法律第４号。以下「法」という。） 第15条

第１項の規定により、第８条に規定する会員をもって組織する。 

 （事務所の所在地） 

第５条 本会は、事務所を愛媛県松山市に置く。 

 

第２章  登録及び届出に関する事務 

 

 （登録及び届出に関する事務） 

第６条 本会は、法令及び連合会の定める規定に基づき、行政書士の登録及び行政書

士法人の届出に関する事務の一部を行う。 

 （登録申請書等の処理） 

第７条 本会は、行政書士の登録及び行政書士法人の届出に関する書類の提出があっ
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たときは、連合会の定める規定により、必要な調査を行い速やかにその処理を行う

ものとする。 

 

第３章  会  員 

 

 （会  員） 

第８条 本会の会員は、次項各号に掲げる行政書士及び第３項に掲げる行政書士法人

とする。 

２ 行政書士である会員（以下「個人会員」という。）は、次の各号のいずれかに該

当する者をいう。 

(１) 本会の区域内に事務所を有する行政書士 

(２) 次項に規定する行政書士法人の事務所に所属する社員である行政書士 

(３) 第１号に規定する行政書士又は次項に規定する行政書士法人の使用人であり、

当該事務所を行政書士名簿に登録している行政書士 

３ 行政書士法人である会員（以下「法人会員」という。）は、本会の区域内に事務

所を有する行政書士法人をいう。 

 （行政書士の入会） 

第８条の２ 行政書士の入会は、次の各号に掲げるところによる。 

(１) 法第６条の２第４項の登録を受けた者は、連合会の登録日 

(２) 法第６条の４の登録を受けた者は、本会の区域内に事務所を移転したとき。 

 （行政書士法人の入会） 

第８条の３ 行政書士法人は、その主たる事務所又は従たる事務所を本会の区域内に

登記した時、若しくは本会の区域外から移転により登記した時に本会の会員となる。 

 （入会届及び職印届） 

第９条 前２条の規定により本会の会員となった者は、直ちに規則で定める入会届及

び職印調製 (改印) 届を本会に提出しなければならない。この場合において、法人

会員は、その事務所ごとに職印調製（改印）届を提出しなければならない。 

２  会員が届出た職印を改印したときは、前項の規定により速やかに届出なければな

らない。 

 （入会金及び会費） 

第10条 本会の会員となった者は、別表第１に定める入会金を本会に納入しなければ

ならない。 

２ 会員は、別表第１に定める会費を本会に納入しなければならない。 

３ 会長は、会費を３月以上滞納している会員に対し、３０日以内に完納すべき旨の

催告をしなければならない。                           

４ 前項の催告を行っても、なお定められた期限までに完納しない場合は、本会は、

第19条及び第19条の２に規定する処分を行うことができる。 

５ すでに納入している入会金は返還しない。ただし、会費については、会員が退会
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した場合において別に定める手続により請求する場合は、連合会における手続が完

了した日の属する月の翌月以降の会費を返還する。 

 （会員名簿） 

第11条 本会に会員名簿を備える。 

２ 前項の会員名簿は、第９条に規定する入会届を編綴して調製する。 

３ 会員は、会員名簿に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに届出なければ

ならない。 

４ 会員が登録を抹消されたときは、その者を会員名簿から除くものとする。 

 （会員証の交付）   

第12条 本会は、入会届を受理したときは、規則で定める会員証を交付する。 

２ 会員証を亡失、又は毀損したときは、規則で定める会員証再交付申請書により、

本会に会員証の再交付を申請することができる。毀損した場合にあっては、会員証

を添えなければならない。 

３ 前項の申請をしようとする者は、規則で定める再交付手数料を本会に納めなけれ

ばならない。 

４ 本会を退会したときは、会員証を返納しなければならない。  

 （諸 証 明） 

第13条 会員は、本会に届け出た事項等について、証明を必要とするときは、本会に

対し、証明願に規則で定める証明手数料を添えて申請しなければならならい。 

 （個人会員の退会） 

第14条 法第７条第１項各号の一に該当するに至った者は、そのときに本会を退会す

る。 

２ 法第７条第２項の規定により登録を抹消された者は、抹消されたときに本会を退

会する。 

３ 他の都道府県の区域内に事務所を移転した者は、その移転があったときに本会を

退会する。 

 （法人会員の退会） 

第14条の２ 法人会員は、その事務所の移転又は廃止により、本会の区域内に事務所

を有しないこととなり、その旨を登記した時、又は解散した時に本会を退会する。 

 （廃 業 届） 

第15条 本会を退会しようとする者は、規則で定める廃業届を提出しなければならな

い。 

 （補 助 者） 

第16条 会員は、補助者を置いたときは、その業務について補助者に一任する等の行

為をしてはならない。 

２ 会員は、補助者に自己の業務を補助させる場合は、その指導監督を厳正にしなけ

ればならない。  

３ 会員は、前項の注意義務を怠ったため補助者が依頼人に損害を与えたときは、そ
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の責めを負わねばならない。 

 （会員の処分） 

第17条 本会は、会員が法律、命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、

若しくは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、当該会員に対

し必要な処分を行うことができる。 

 （綱紀委員会） 

第18条 本会に前条の処分を諮問するため、綱紀委員会を置く。 

２ 綱紀委員会の組織、その他必要なことは別に定める。 

 （個人会員の処分の種類） 

第19条 個人会員に対する処分は、次のとおりとする。 

(１) 訓 告 

(２) １年以内の会員の権利の停止 

(３) 廃業の勧告 

２ 前項第２号の規定により停止すべき会員の権利は、次のとおりとする。 

(１) 本会の役員の選任に関する権利 

(２) 本会の会議及び研修会に出席する権利 

(３) 本会の事務所、施設等を利用する権利 

(４) 本会から文書の送付を受け、図書及び物品の斡旋頒布を受ける権利 

(５) 本会の福利厚生及び共済に基づく金銭等の給付を受ける権利 

 （法人会員の処分の種類） 

第19条の２ 法人会員に対する処分は、次のとおりとする。 

(１) 訓 告 

(２) １年以内の会員の権利の停止 

(３) 主たる事務所を有する法人会員に対しては、解散の勧告又は従たる事務所の廃

止の勧告（会員の権利の停止を含む。） 

(４) 従たる事務所のみを有する法人会員に対しては、当該事務所の廃止の勧告（会

員の権利の停止を含む。） 

２ 前項第２号から第４号までの処分により停止される会員の権利は、次のとおりと

する。 

(１) 本会の会議及び研修会に出席する権利 

(２) 本会の事務所、施設等を利用する権利 

(３) 本会から文書の送付を受け、図書及び物品の斡旋頒布を受ける権利 

(４) 本会の福利厚生及び共済に基づく金銭等の給付を受ける権利 

３ 第１項の規定は、法人会員を処分する場合において、当該行政書士法人の社員に

つき第17条（会員の処分）に該当する事実があるときは、その社員である個人会員

に対し、処分を併せて行うことを妨げない。 

 （処分の手続き） 

第20条 本会は、前２条の処分を行うときは、綱紀委員会に諮問してこれを決定しな
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ければならない。 

２ 前項の処分を行うときは、あらかじめ当該会員に弁明の機会を与えなければなら

ない。 

 （県知事に対する措置要求） 

第21条 本会は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、県知事に対し、その

事実を報告し、必要な措置をとるよう求めることができる。 

(１) 法律、命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき。 

(２) 行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

(３) 会則に違反し、個人会員にあっては廃業の勧告を、法人会員にあっては解散の

勧告又は事務所の廃止の勧告を受けたとき。 

 

第４章  役員及び監事 

 

 （役  員） 

第22条 本会に次の役員を置く。 

 会 長   １人 

 副会長   ４人以内 

  理 事   10人以上25人以内 

 （監  事） 

第22条の２ 本会に監事３人以内を置く。 

 （職  務） 

第23条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長の定めるところにより会長を補佐し、会長事故あるときはその職

務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 

３ 理事は、理事会の構成員として会務の執行に参画するとともに、会長の定めると

ころにより、本会の業務を分掌する。 

４ 監事は、本会の会計及び資産並びに業務執行の状況を監査する。 

５ 監事は、本会の役員を兼ねることはできない。 

 （選  任） 

第24条 役員及び監事は、個人会員のうちから総会において選任する。 

２ 役員及び監事の選任の方法は、規則で定める。 

 （任  期） 

第25条 役員及び監事の任期は、就任後の第２回目の定時総会の終結のときまでとす

る。 

２ 役員及び監事は、再任を妨げない。ただし、会長については、連続して３期を限

度とする。 

３ 補欠又は増員により選任された役員及び監事の任期は、前任者又は現任者の残任

期間とする。 
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４ 役員及び監事は、任期が満了し、又は辞任した場合においても、後任者が就任す

るまでの間、その職務を行う。 

 （退  任） 

第26条 役員及び監事は、会員の資格を喪失したとき、又は総会において解任の議決

があったときは、退任する。 

 （名誉会長等） 

第27条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 名誉会長は、会長が総会に諮って委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、会長が理事会に諮って委嘱する。 

４ 名誉会長、顧問及び相談役は、本会の業務の執行について助言し、かつ、各種の

会議に出席して意見を述べることができる。 

５ 名誉会長、顧問及び相談役である期間は、その委嘱した会長の任期満了、辞任又

は退任のときまでとする。 

 

第５章  総  会 

 

  (総  会) 

第28条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

２ 定時総会は、毎年会計年度終了後２月以内に会長が招集する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は個人会員の５分の１以上若しくは監

事から会議の目的たる事項をしめして請求があったとき会長が招集する。 

４ 会長は前項の請求があったときは、１月以内に臨時総会を招集しなければならな

い。なお、請求があった後１月を経過しても臨時総会が招集されないときは、同項

の請求者は、臨時総会を招集することができる。 

 （総会の構成） 

第29条 総会は、個人会員をもって構成する。 

 （総会の議決事項） 

第30条 総会は、この会則に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

(１) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(２) 重要な財産の取得及び処分に関すること。 

(３) 理事会において、総会に付議することを決定したこと。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、総会において総会の議決事項として決定したこと。 

 （総会招集の通知） 

第31条 総会を招集するには開会の日の５日前までにその通知をしなければならない。

ただし、緊急を要するときは、この限りでない。 

２ 前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を記載しなけ

ればならない。 

 （議長及び副議長） 
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第32条 総会の議長及び副議長は、総会において選任する。 

 （定 足 数） 

第33条 総会は、個人会員の３分の１以上の者が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

 （議  決） 

第34条 総会の議決は、次条に定めるものを除くほか、出席した個人会員の過半数で

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、

議決に加わることができない。 

 （特別議決） 

第35条 会則の変更に関する事項及び役員及び監事の解任に関する事項は、総会に出

席した個人会員の３分の２以上の同意をもって決する。 

 （議 決 権） 

第36条 個人会員は、１個の議決権を有する。 

２ 総会に出席することのできない個人会員は、あらかじめ議案について書面をもっ

て表決し、又は出席する個人会員を代理人として表決を委任することができる。こ

の場合において、前３条の規定の適用については、出席したものとみなす。 

３ 前項の規定は、役員及び監事の選任については、適用しない。 

４ 個人会員は、議案について特別の利害関係を有するときは、議決権を行使するこ

とができない。 

 （議 事 録） 

第37条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

(１) 会議の日時及び場所 

(２) 個人会員の現在数 

(３) 会議に出席した個人会員数 (書面表決者及び表決委任者を含む。) 

(４) 議決事項 

(５) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 

(６) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び議事録署名人２人以上が署名しなければならない。 

 

第６章  理 事 会 

 

 （理事会の構成及び招集） 

第38条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 

２ 理事会は、会長が招集する。 

３ 理事会を招集するには、開会の１週間前までにその通知をしなければならない。

ただし、緊急を要するときは、この限りでない。 

４ 理事会は、理事の過半数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くこと
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ができる。 

 （理事会の議決事項） 

第39条 理事会は、この会則に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

(１) 事業計画に関すること。 

(２) 規則の制定及び改廃に関すること。 

(３) 総会に付議すべき議案に関すること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた事項に関すること。 

 （理事会の議長） 

第40条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

 （定 足 数） 

第41条 理事会は、構成員の２分の１以上の者が出席しなければ会議を開くことがで

きない。    

 （議決及び議事録） 

第42条 第34条、第36条第１項及び第３項並びに第37条の規定は、理事会の議決及び

議事録について準用する。   

 （書面による議決） 

第43条 会長は、特別の理由があるときは、理事会で議決すべき事項について書面に

より同意を求めることができる。 

２ 前項の規定により副会長及び理事の過半数の同意があったときは、理事会の議決

があったものとみなす。 

３ 第１項の規定により同意を求めた事項について、その結果が確定したときは、会

長は、その結果を速やかに、副会長及び理事に通知し、かつ、直後の理事会におい

て報告しなければならない。 

 

第７章  業務組織 

 

 （業務組織） 

第44条 本会に必要な業務組織は、別に規則で定める。 

 

第８章  会員の責務と品位保持 

  

 （会員の責務等） 

第45条 会員は、法令及び連合会の会則並びに本会の会則を遵守し、誠実に業務を行

わなければならない。 

 （品位保持） 

第46条 会員は、業務上必要な学術の研究及び実施の研鑚に努力するとともに、たえ

ず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。 

 （研  修） 
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第46条の２ 個人会員は、本会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図ら

なければならない。 

２ 会則第８条の２に規定する新入会員は、入会して１年以内に、本会が行う特別の

新入会員研修を受けなければならない。 

 （研修の実施） 

第46条の３ 本会は、個人会員の資質の向上を図るため、必要な研修に関する施策を

行う。 

２ 研修の内容及び実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （業務の公正保持） 

第47条 会員は、公正迅速にその業務を取り扱わなければならない。 

 （名義貸与の禁止） 

第48条 会員は、自ら業務を行わないで、自己の名義を貸与し、その者をして法第１

条の２及び第１条の３に規定する業務を行わせてはならない。 

２ 前項の規定は、使用人である行政書士が、他の行政書士又は行政書士法人の使用

人として法第１条の２及び第１条の３に規定する業務に従事することを妨げない。 

 

第９章  報  酬 

 

 （報酬の額の掲示） 

第49条 会員は、その業務に関し受ける報酬額表を日本行政書士会連合会の定める報

酬額表の基本様式に関する規則により作成し、事務所の見やすい場所に、掲示しな

ければならない。 

 （領 収 証） 

第50条 会員は、日本行政書士会連合会の定める領収証の基本様式に関する規則によ

り、領収証を作成しなければならない。 

 （報酬の統計） 

第51条 法第10条の２第２項の規定による統計の作成及び公表に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

第10章  支  部 

 

 （支  部） 

第52条 本会と会員との連絡調整を円滑にするため、本会に別表第２のとおり支部を

置く。 

２ 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。 

 

第11章  資産及び会計 
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 （資  産） 

第53条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(１) 会費 

(２) 入会金 

(３) 登録事務取扱金交付金 

(４) 寄付金品 

(５) その他の収入 

 （資産の管理） 

第54条 資産は、会長が管理しその方法は、理事会の議決による。 

 （経費の支弁） 

第55条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 （予算及び決算） 

第56条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め収支決算は、会計年度終了後その

会計年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなければなら

ない。 

２ 会長は､予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するため必要な経費

に限り支出することができる。 

 （会計年度） 

第57条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第12章  事 務 局 

 

  (事 務 局) 

第58条 本会に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他の職員を置くことができる。 

３ 事務局長その他の職員は、会長がこれを任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の同意を得て定める。 

 

第13章  補  則 

 

   (報告の義務) 

第59条 会則第８条第２項第１号に定める個人会員及び同条第３項に定める法人会員

は､ 毎年１月３１日までに、前年１月１日から１２月３１日までに取り扱った業務

について、別表第３による業務報告書を支部長を経由して、本会に報告しなければ

ならない。 

２ 報告は、定期と臨時の二種類とし、その様式は定期は別表第３とし、臨時はその

都度、会長が定める手続きに従って、報告をしなければならない。 

 （委  任） 
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第60条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会において定める。 

 

   附  則 

１ この会則は昭和４６年１２月１日から施行する。ただし、行政書士の登録に関す

る規定は、昭和４７年１２月１日施行する。 

２ 昭和４６年１１月３０日において会員である者の会費については第19条の規定に

かかわらず、昭和４７年３月３１日までは、年額３,５００円とする。 

３ 昭和４６年１２月１日から昭和４７年３月３１日までの間における予算について

は、なお従前の例による。 

   附  則 

１ この会則は昭和５３年１２月１日から施行する。 

２ 昭和５３年１１月３０日において、会員である者の会費については､第19条の規定

にかかわらず、昭和５４年３月３１日までは、年額１５,０００円とする。 

   附  則 

 この会則は昭和５５年９月１日から施行する。 

   附  則 

 この会則は昭和５６年８月１日から施行する。 

   附  則 

１ この会則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

２ 行政書士法の一部を改正する法律(昭和５８年法律第２号)附則第３号の規定によ

り､行政書士会に入会届を提出して、当該行政書士会の会員となる場合の入会に関す

る会則の適用については、改正前の会則によるものとする。 

   附  則 

 この会則は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

   附  則 

 この会則は、昭和６０年７月１日から施行する。 

   附  則 

 この会則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この会則は、昭和６１年７月１日から施行する。 

   附  則 

 この会則は、平成２年７月１７日から施行する。 

      附  則 

  （施行期日） 

１ この会則は、平成５年６月１日、認可の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この会則の施行の際、第10条の入会金及び会費の２項別表第１の入会金及び会費

の改正規定は平成５年１０月１日から適用する。 
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   附  則 

 この会則は、平成９年５月３０日から施行する。 

      附  則 

  （施行期日） 

１ この会則は、平成１０年６月１０日、認可の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この会則の施行の際、第10条の入会金及び会費の２項別表第１入会金の改正は平

成１０年６月１０日から、及び会費の２項別表第１の改正規定は平成１０年１０月

１日第２期事業年度から適用する。 

      附  則 

 この会則は、平成１２年７月７日、認可の日から施行する。 

      附  則 

 この会則は、平成１６年８月１日から施行する。 

   附  則 

１ この会則は、愛媛県知事の認可のあった日（平成１７年６月１６日）から施行す

る。 

２ この会則の施行の際限に上浮穴郡旧小田町、旧東予市又は旧周桑郡の区域に事務

所を有する会員については、平成１９年３月３１日までの間（その者がこの区域の

施行の日（以下「施行日」という。）の前日に属していた支部の区域を越えて事務

所を移転したときは、その日までの間）は、改正後の愛媛県行政書士会会則別表第

２の規定にかかわらず、その者が施行日の前日において属していた支部に属するも

のとみなす。 

   附  則 

１ この会則の変更は、愛媛県知事の認可の日（平成１８年６月２０日）から施行す

る。 

２ 改正後の会則第24条第２項及び第36条第３項の規定は、次の役員の選任から適用

する。 

   附  則 

この会則は、愛媛県知事の認可のあった日（平成１９年６月２５日）から施行する。 

   附  則 

１ この会則は、愛媛県知事の認可のあった日（平成２０年６月１９日）から施行す

る。 

２ この会則の施行の際、第 10 条の会費の２項別表第１会費の改正規定は、平成２

０年１０月１日第２期事業年度から適用する。 

３ この会則施行の際、第 23 条第４項の改正規定は、平成２１年４月１日から適用

する。 

   附  則 

 この会則は、愛媛県知事の認可のあった日（平成２１年６月５日）から施行する。 
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別表第１（第 10 条関係） 

 

入 会 金 及 び 会 費 

 

 

 

 

種   別 

 

会    費 

 

備             考 

 

入 会 金 

 

(会則第10条) 

 

 

１５０,０００円 

 

 

 

 

 

会  費 

 

 

 

１月につき 

 

 

６,０００円 

各事業年度において４月・５月・６月・７月

８月・９月を第１期、10月・11月･12月・１

月・２月・３月を第２期とし、第１期の初月

にあたる４月と第２期の初月にあたる10月

の各月末を納期として、その期の合計額を納

入しなければならない。ただし、事業年度の

途中で入会する場合にあっては入会日の属

する月以後のその期の会費の合計額を、入会

時に納入しなければならない。 
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別表第２（第 52 条関係） 

 

支  部  名 所     轄     区     域 

松 山 支 部 

松 山 市 ・ 伊 予 市 ・ 東 温 市 

 

伊 予 郡 ・ 上 浮 穴 郡 

今 治 支 部 今 治 市 ・ 越 智 郡 

新 居 浜 ・ 西 条 支 部 新 居 浜 市 ・ 西 条 市 

四 国 中 央 支 部 四国中央市 

大 洲 支 部 大 洲 市 ・ 喜 多 郡 

八 幡 浜 支 部 八 幡 浜 市 ・ 西 予 市 ・ 西 宇 和 郡 

宇 和 島 支 部 宇 和 島 市 ・ 北 宇 和 郡 ・ 南 宇 和 郡 
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別紙第３（第 59 条関係） 

平成  年  月  日 

愛 媛 県 行 政 書 士 会 

会  長        殿 

 

                                   所 属 支 部 名                              支部 

                                   登 録 番 号               年 第      号 

                                   事業所の所在地 

                                   行 政 書 士                               職印 

 

   自  平成  年  月  日

               業務報告書    

   至  平成  年  月  日

 

行政書士業務について、前年中に処理した件数を会則第 59 条第１項 

             により報告します 

                                         記 

 

１ 総 件 数                                     件 

２ 業務種別ごとの内容 

 番 号  業 務 種 別  件 数  番 号  業 務 種 別  件 数 

 新 規 許 可 申 請        件    ６  建 築 許 可 関 係        件

 更 新 許 可 申 請        件    ７  道 路 河 川 関 係        件

 変 更 届       件    ８  自 動 車 登 録 関 係       件

 経 営 事 項 審 査 申 請       件    ９  車 庫 証 明       件

 入 札 指 名 願       件   １０  自 賠 責 関 係       件

   １ 

   建 

   設 

   業 

   関 

   係  そ の 他       件   １１  戸 籍 関 係       件

 環 境 衛 生 業       件   １２  権 利 義 務 関 係        件

 食 品 衛 生 業       件   １３  事 実 証 明 関 係        件

 風 俗 営 業       件   １４  危 険 物 取 扱 関 係       件

 陸 運 業       件   １５  社 、 保 、 労 関 係       件

 関 税 ・ 消 費 税 関 係       件   １６  金 融 機 関 関 係        件

   ２ 

   営 

   業 

   関 

   係 

 そ の 他 の 営 業        件   １７  法 人 関 係       件

 農地法第３条許可申請       件   １８  内 容 証 明       件

 農地法第4･5条許可申請       件   １９  一 般 文 書       件

 農 地 法 第 4 ･ 5条 届 出       件   ２０  産 業 廃 棄 物 関 係       件

 用 水 公 団 協 議 願       件   ２１        件

   ３ 

 農  関 

 地 

 法  係 

 そ の 他 農 地 許 可       件   ２２        件

   ４  宅 地 開 発 関 係        件   ２３        件

   ５  境 界 査 定 関 係        件   ２４        件

  備考 上表の業務分類にない処理事件は、空欄となっている個所へ業務種別を記載して、処理   

件数を記載して下さい。 

 


